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（他４路線）に関する維持、修繕その他の管理の報告書
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第１章 基本的方針・管理の水準等

１．基本的方針

２．管理の水準

（１）会社は、協定第１２条に基づき、協定の対象となる道路を常時良好な状態に保つよう適正かつ

効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないよう

努めるべく別添参考資料「維持、修繕その他の管理の仕様書」により実施しています。

（２）仕様書に記載している管理水準は、通常行う管理水準を表現したものであり、繁忙期や閑散期、

気象条件、路線特性など現地の状況に則した対応を図るために現場の判断において変更する

ことがあります。

３．対象路線

（１）会社が維持、修繕その他の管理を行う対象は下表の通りです。

【全国路線網】 （Ｈ24.3.31 現在)

路線名 供用延長(km)

中央自動車道 富士吉田線 ９４

中央自動車道 西宮線 注 1 ３６０

中央自動車道 長野線 注 2 ３３

第一東海自動車道 ３４７

東海北陸自動車道 １８５

第二東海自動車道 横浜名古屋線 ３１

中部横断自動車道 １６

北陸自動車道 注 3 ２８２

近畿自動車道 名古屋亀山線 ９９

近畿自動車道 伊勢線 ６９

近畿自動車道 名古屋神戸線注 4 ３２

近畿自動車道 尾鷲多気線 ２４

一般国道１号（新湘南バイパス） ８．７

一般国道１号（西湘バイパス） １４．５

一般国道１３８号（東富士五湖道路） １８

一般国道２７１号（小田原厚木道路） ３１．７

一般国道３０２号（伊勢湾岸道路） ６．１

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）注 5 １１．２

一般国道４７５号（東海環状自動車道） ７３

合 計 １，７３５

私たちは、常に変革と向上を求め、安全・安心・快適で、時代をリードする高速道路空間を創出し、地

域社会の発展と暮らしの向上、日本経済全体の活性化、そして世界の持続可能な成長に貢献しま

す。
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※高速自動車国道にあっては、「高速自動車国道」の表記は省略

注１ 山梨県大月市から滋賀県東近江市まで（八日市 IC 含む）

注２ 長野県岡谷市から長野県安曇郡豊科町まで（豊科 IC を含む）

注３ 滋賀県米原市から富山県下新川郡朝日町まで（朝日 IC を含む）

注４ 愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで（甲賀土山 IC を含まない）

注５ 茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで（あきる野 IC を含まな

い）

【一の路線】 (Ｈ24.3.31 現在)

路線名 供用延長(km)

一般国道１号（箱根新道）注 1 １３．８

一般国道１６号（八王子バイパス） ４.５

一般国道１３９号（西富士道路）注 2 ６.８

一般国道１５８号（中部縦貫自動車道） ５.６

注１ 平成 23 年 7月 25日に料金徴収期間満了

注２ 平成 24 年 3月 31日に料金徴収期間満了
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第２章 平成２３年度 高速道路管理業務の実施概要

（１）安全で快適な走行環境の確保の取り組み

①安全で安心してご利用いただけるよう、路面や構造物、施設設備などの計画的保全、長寿命化を図

るため、詳細点検等を実施し、点検結果に応じて必要な補修・補強を実施しました。

《構造物点検》 《施設設備点検》

②道路構造物の老朽化の進行により、コンクリート構造物や設備から落下する事象が発生しています。

そのため、お客様や沿道地域の方々などへの第三者被害を未然に防止するため、グループ一体と

なって緊急安全点検を実施しています。第一弾点検として、定期点検において経年劣化等による損

傷のシグナルが出ている箇所で第三者への影響が想定れている箇所を対象とし、点検対象７，２０２

箇所の点検を実施しました。第二弾点検として、第三者への影響が想定される残り全ての箇所で、

平成２１年度に完了しています。

また、平成２４年１月に発生した橋梁付属物の一部垂れ下がり事故により鉄道の運行に重大な支障

を及ぼす事態となったことから、鉄道交差・並行箇所の付属物点検を徹底し、今後２年以内に点検

を完了するよう鉄道事業者と協議・調整を進めます。なお、鉄道交差箇所以外の橋梁付属物につい

ても定期的に実施できる体制構築を行い、点検を実施します。

《点検の実施状況》 《橋梁付属物撤去状況》

日本の東西基幹交通を担う大動脈である東名・名神をはじめ、沿線地域の皆さまの生活を支える高

速道路を管理・運営通じて、お客様に満足していただけるサービスを２４時間３６５日提供するため、以

下の取組みを実施してまいりました。
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なお、緊急点検で発見・確認された要補修箇所は、部分的・簡易的な工法等を用いた第三者被

害防止対策や、損傷程度やその原因、交差物の重要性に応じて、計画的に補修を行っています。

今後も点検を継続的に実施することにより「百年道路」を目指し、構造物劣化による第三者被害防止

に取組みます。

※「百年道路」は、高齢化する高速道路ネットワークに対し、国民生活に必要不可欠な高速道路

を健全な状態で百年以上維持し、後世に優良な道路資産を継承することを目的としています。

《剥落防止ネットの連続施工》

《部分対策（断面修復＋剥落繊維シート》 《トンネル目地部剥落防止樋》

③雨天時の走行環境を向上させるために高機能舗装化を進めました。

・ 従来舗装を施した路面が損傷した箇所について高機能舗装化を実施しました。

・ 平成２３年度に新たに高機能舗装とした総延長：約１００Ｋｍ車線（高機能舗装率８1％）

《密粒舗装と高機能舗装の状況写真》

従来舗装 高機能舗装



④トンネル内における走行環境

進めました。

また、新たな試行としてトンネル

・平成２３年度に新たにナトリウム

《ナトリウム灯照明の状況

⑤ 高速道路を安全にご走行

所」、安全走行のアドバイス

成し、休憩施設での配布や

約２万部、トンネル版：約１万部

ました。

その他、海外からのお客様

ただきたい点などをわかりやすく

国（繁體）語」を作成し、休憩施設

た。

同様に、ホームページに

約３２，０００件、標識ナビまっぷ

など、広く安全啓発に努めました

に気をつけガイドを開設し、約

『気をづけガイド』

（左から 通年版、冬季版、トンネル
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走行環境を向上させるためにトンネル照明の蛍光灯化など

としてトンネル照明にＬＥＤ灯具を採用しました。

たにナトリウム灯から白色灯具化したトンネル数（上下線別）：

状況》 《ＬＥＤ照明の状況》

走行いただくために、お客様が利用される際に特に注意

のアドバイス、各種安全対策を紹介したパンフレット（通年・冬季版

や関係機関への送付を含め、平成２３年度で通年版

万部を配布しました。また、新たにマナーガイドを制作

客様が高速道路を運転される際、特に覚えていただき

などをわかりやすく掲載した「高速道路運転ガイド（英語版・中国

休憩施設や関係機関への送付を含め、平成２３年度

ホームページに「高速走行の要注意箇所！！」を掲載しており

ナビまっぷ及び料金所ナビまっぷは年間約１２０，０００

めました。またお客さまからのご意見を踏まえ、平成

約４６，０００件のアクセスいただきました。

高速道路マナーガイド

トンネル版） ＜英語・中国（簡体・繁體

など利用し白色灯具化を

）：３本（整備率６４％）

注意が必要な「要注意箇

冬季版・トンネル版）を作

通年版：約５万部、冬季版：

制作し、１０万部を配布し

えていただきたい点、注意してい

中国（簡体）語・韓国語・中

年度で約２万部配布しまし

しており、平成２３年度で年間

０００件アクセスしていただく

平成２３年７月から高速走行

繁體）語・韓国語版＞



⑤ 平成１９年９月より企業、各種団体

社員がお伺いし、高速道路上

ントなど、高速道路をより安全

Ｏ中日本高速道路交通安全

でに延べ約1,700回、約 113

も継続して取り組んで行きます

（２）災害・悪天候に強い道路づく

①大規模災害に向けた取組み

・ＢＣＰの全社展開

東日本大震災の教訓を活

業務継続計画（ＢＣＰ）を

・津波による被害想定の見直

中央防災会議にて示されていた

津波被害を踏まえ見直しを

けると考えられる休憩施設

や各施設の機能維持のため

・電力供給不足への対応

電力不足に対する政府方針

ビスエリアにおける一部機器

冬季には、ロードヒーティングの

・グループ一体をなった防災訓練

災害発生時に、応急活動

り防災訓練を実施しました

平成２３年９月１日の「防災

グループ一体で総合防災訓練

するとともに、平成２４年３

には、全ての休憩施設及

お客さま対応訓練を実施
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各種団体、学校などからのご要望に応じて、当社

高速道路上での交通事故の発生状況や交通安全のポイ

安全に走行いただくための無料出張講座「ＮＥＸＣ

中日本高速道路交通安全セミナー」を実施しています。平成２４年３月ま

113,000名の受講者に対して開催しており、今後

きます。

づくりの取り組み

み

活かし、大規模地震や大津波、原子力発電所などによる

を全社展開し、グループ一体となった防災体制をさらに

見直し

されていた 3 連動地震に伴い発生する津波予測を

しを行い、ＮＥＸＣＯ中日本独自の被害想定を行いました

休憩施設や料金所、高速道路本線に関し、ご利用になるお

のため、設備の見直しや誘導方法の検討を進行いました

政府方針を受け、夏季の電力需給バランスを考慮した

一部機器の使用制限や社屋の節電と省エネルギー化

ロードヒーティングの効率的な運用を行いました。

防災訓練

応急活動が迅速かつ適切に行われるよう、グループ会社

しました。

防災の日」には、

総合防災訓練を実施

３月７日～９日

休憩施設及び料金所にて、

実施しました。

お客さま対応訓練（広域避難場所

などによる災害を想定した

をさらに強化しました。

を東日本大震災における

いました。津波被害を受

になるお客さまの安全の確保

いました。

した道路照明の消灯、サー

化に取組みました。また、

会社などの幅広い参加によ

広域避難場所へ案内）
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②気象予測に基づき、雪氷体制を構築し、凍結防止剤散布作業及び除雪作業を実施するとともに、

必要に応じて支社間での雪氷車両応援派遣を行い冬期間の交通確保に努めました。

なお、冬期間の交通確保に努めた結果、平成２３年度は、雪による通行止めは１７３時間となり、平

成２２年度の２３０時間と比べ、約２割減少しました。

③災害に強い道路ネットワークの構築を目指し、耐震補強工事を実施しました。

橋脚補強完了率：１００％（平成２２年度で完了）

《橋脚補強（施工前）》 《橋脚補強（施工後）》

【北陸自動車道 大聖寺川橋Ｐ３橋脚】

除雪作業状況

（東名高速道路）

凍結防止剤散布状況

（北陸自動車道）
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④災害で被災した道路の早期確保に努めました.

１）平成１９年９月７日静岡県伊豆半島南部に上陸し、その後神奈川県西部を通過した台風９号によ

り被災した西湘バイパス西湘二宮ＩＣ付近の本線・ランプ橋基礎及び本線盛土について、本復旧対策

工事を進め、平成２４年３月末までに完了しました。

盛土のり面崩落 応急復旧完了 本復旧完了

橋脚基礎付近洗掘 応急復旧完了 本復旧完了

２） 平成２３年度に発生した台風により被災したのり面の復旧について、本復旧を実施しました。

切土のり面土砂流出 本復旧完了

⑤最新データをもとに雨による通行止め基準の運用方法の見直しに着手しました。
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⑤牧之原地区の災害を踏まえた類似盛土の対策

平成２１年８月１１日に発生した駿河湾を震源とする地震により、東名牧之原サービスエリア近くの盛

土のり面崩落を受け、類似の盛土のり面におて押え盛土や抑止杭工による盛土のり面補強対策を実

施します。

また、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災における盛土のり面の類似箇所について、崩落

原因を確認しながら必要な対策を行います。

■東名牧之原類似箇所の抽出、点検・調査の流れ

■現地調査で確認された状況

・ＮＥＸＣＯ中日本管内では、３８１箇所を机上抽出し、平成２２年３月末までに、現地調査（平常時、

降雨後）を実施しました。

・現地踏査を実施したところ、すべりに伴う路面のクラック、沈下及びのり面のクラック、はらみ出しな

ど緊急的に対策が必要な箇所はありませんでした。

・排水設備については、緊急を要するものは補修済みです。

・簡易調査結果より、詳細調査が必要と判断された箇所が９９箇所確認されました。

・簡易調査結果を踏まえ、詳細調査（ボーリング調査）及び対策工検討を行い、12 箇所にてのり面

補強や水抜きによる対策が必要とされています。

〔１〕机上抽出（以下の条件すべてに該当する箇所）

■水の集まりやすい地形上の盛土

■スレーキング 注） しやすい岩質材料が使用されている可能性のある盛土

■高さが１０ｍを超える盛土

注）スレーキングとは、塊状の物質（土塊や軟岩）が乾燥・吸水を繰り返すこと
により、細かくバラバラに細粒化する現象をいいます。

〔２〕現地踏査（以下の点について確認）

■湧水の有無 注）

■路面のクラック、沈下の有無

■のり面クラック、はらみだしの有無

■排水設備の機能低下の有無

注）平常時、降雨後（連続３０mm以上）の２回実施

〔３〕簡易現地調査

現地踏査の結果、『湧水』又は『しみ出し』が確認された場合、盛土の強度

及び地下水位を確認するため、簡易な試験 注） を実施

注）簡易動的コーン貫入試験 質量５㎏のハンマーを５０cmの高さから自由落下
させ、コーンの１０cm貫入量当たりの打撃回数により、地盤の強さを調査する。

〔４〕詳細調査

現地踏査、簡易現地調査の結果、必要と判断される場合、詳細調査を実施

〔５〕対策工施工

詳細調査結果に基づき、必要に応じてのり尻補強対策（ふとんかご等による）

及び地下水位低下対策（水抜き）を施工

2009年度

まで

2010年度

2011年度予定

平成２１年度

まで

平成２２年度

平成２３年度予定
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■今後の予定

調査結果や対策工検討結果を踏まえ、のり面補強対策（押え盛土、抑止杭等による）や水抜き

対策を行います。

道路名
現地踏査

箇所数

湧水確認箇所数

（簡易調査箇所数）

詳細調査実施

箇所数

のり面補強及び

水抜き対策工

東 名 高 速 道 路 ８６ ３１ １７

小田原厚木道路 １８ ０ ０

中 央 自 動 車 道 １３６ ５４ ３７ １

名 神 高 速 道 路 ５ ０ ０

東名阪自動車道 ２４ １０ ９ ４

伊 勢 自 動 車 道 ２０ １４ １２ ２

北 陸 自 動 車 道 ９２ ３４ ２４ ５

計 ３８１ １４３ ９９ １２

現地踏査実施状況

簡易動的コーン試験実施状況 ボーリング調査実施状況



（３）美しいお手洗いを目指した取

①お客様が快適にご利用いただける

お手洗いのリフレッシュに

ストメイト設備、洗面所へのエアータオルの

・リフレッシュ ：平成

（

・床の段差解消 ：平成

【

・和式便器の洋式化 ：平成

【

・オストメイト設備 ：平成

【

・エアータオル ：平成

【

大便器の洋式化及

洗浄器付便座

改装による

洗面所へのエアータオルの

12

取り組み

いただける美しいお手洗いの整備を実施しました。

いのリフレッシュに併せ、女性用お手洗いの増設、床の段差解消、

へのエアータオルの整備を推進しました。

平成２３年度は、３箇所を実施

（東名：足柄ＳＡ上り、北陸道：入善ＰＡ上下）

平成２３年度は、１０箇所を整備

【１８１／１８３箇所（整備率９９％）】

平成２３年度は、３９箇所を整備

【１５４／１８３箇所（整備率８４％）】

平成２３年度は、９箇所を整備

【１７７／１８３箇所（整備率９７％）】

平成２３年度は、１７箇所を整備。

【１７８／１８３箇所（整備率９７％）】

洋式化及び

洗浄器付便座

による美化 女性用お手洗

オストメイト設備

へのエアータオルの整備

、和式便器の洋式化、オ

手洗いの増設

設備の整備
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（４）環境の保全・地域との調和を目指した道路管理の取り組み

①関係機関と調整の上、遮音壁の新設・嵩上げ、のり面樹林化など必要な環境対策を適切に実施しま

した。

・ 平成２３年度に設置した遮音壁の延長：約３Ｋｍ

・

《遮音壁（施工前）》 《遮音壁（施工後）》

【東名阪自動車道 下り５７．５ＫＰ付近】
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（５）渋滞解消の取り組み

東名岡崎地区暫定３車線運用により、約 17 万台・時間減少しました。

一方、休日特別割引や無料化社会実験の廃止により交通量が大幅に減少したことにより、約８６万台・

時間減少しました。また、交通量の変化に伴い約４４万台・時間増加しました。

全体として、１２６７⇒１２０８万台・時間と約５９万台・時間（約５％）減少しました。

（参照：第３章 管理の成果（アウトカム指標）の達成状況 「効率的な渋滞対策を推進」）

（６）多くのお客様に満足してご利用いただけるサービス充実の取り組み

①ＥＴＣレーンにおける停止車両の削減のため、カード未挿入防止お知らせアンテナを平成２３年度３７

箇所設置しました。

・ カード未挿入防止お知らせアンテナの設置：平成２３年度末まで ２６４箇所（整備率８６％）

《 お知らせアンテナの設置例 東富士五湖道路：須走ＩＣ》

②ＥＴＣの普及に伴い、ＥＴＣ車のトラブル発生時や点検時でも常時ＥＴＣ利用を可能とするため、ＥＴＣ

ﾊﾞｯｸアップレーンの増設を平成２３年度 ５８箇所行いました。

・ ＥＴＣバックアップレーンの整備：平成２３年度末まで ２０３箇所（整備率７１％）

③不正通行対策の強化を図りました。

・不正通行車両の特定に向け、平成２３年度までに高性能カメラを１61 レーンに設置しました。

・カメラ画像データの収集について伝送化を進めるとともに、料金が未課金となっている車両のデー

タベース化を図り、車両の特定に努めました。

・債務件数の多い者から優先して、個別の徴収を実施するとともに、確信的、計画的な不正通行に

対しては、通行記録、交渉状況等を整理し、積極的な警察への通報、捜査への協力体制の徹底

を図りました。

・更に、支払交渉に応じない悪質な不正通行者に対しては、支払請求訴訟を提起しました。
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第３章 高速道路管理業務の成果（アウトカム指標）

アウトカム指標とは、ご利用いただくお客様の視点に立って、高速道路の利便性や安全性等の成果

を分かりやすく示すための指標です。従前の業務量や費用という観点ではなく、実際に高速道路事業に

もたらされた成果に観点をおいたものです。 アウトカム指標には定時性を確保するための渋滞の問題、

道路路面の健全性を示した舗装の保全率、維持管理に関するお客様の満足度など具体的な項目を

設定しております。

１．アウトカム指標一覧

【全国路線網】

アウトカム

指標
定 義 単 位

Ｈ２２年度

実績値

Ｈ２３年度

実績値
コメント

本線渋滞

損失時間

本線渋滞が発生

することによる利用

者の損失時間

万台・

時間/年
1267 1208

東名岡崎地区暫定３車線運用

により、約17万台・時間減少しま

した。一方、休日特別割引や無

料化社会実験の廃止により交通

量が大幅に減少したことにより、

約８６万台・時間減少しました。ま

た、交通量の変化に伴い約４４万

台・時間増加しました。

路上工事に

よる車線規

制時間

路上作業に伴う年

間の交通規制時

間

時間/

（km・年）
71

67

（59）

橋梁補修工事や植栽作業の作

業範囲前年度比により、工事車

線規制時間が減少。

（ ）内は走行台キロは集中工事

を除いた数値

死傷事故率

走行車両１億台キ

ロあたりの死傷事

故件数

件/

億台㌔
8.9 8.4

休日特別割引（上限千円）が廃

止になったことから、死傷事故が

103 件（会社調べ）減少。

舗装保全率

舗装路面の健全

度を表す車線の延

長比

％ 95 95
要補修箇所約 250km・車線の

補修を実施。

橋梁修繕率
修繕を必要としな

い橋梁の比率
％ 87 88

要対策箇所のうち 38 基の橋梁

修繕を実施。

利用時間確

保率

道路が利用可能

な時間※７の比率
％ 99.9 99.8

顧客満足度

ＣＳ調査等で把握

する維持管理に関

するお客様の満足

度

５段階

評価
3.6 3.6

走行信頼性、情報関連、安全

性・快適性、休憩施設の４項目

すべてにおいてほぼ横ばいであっ

たため、総合顧客満足度は、横

ばいの３．６となった。
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【一般国道１６号（八王子バイパス】

アウトカム

指標
定 義 単 位

Ｈ２２年度

実績値

Ｈ２３年度

実績値
コメント

路上工事に

よる車線規

制時間

路上作業に伴う年

間の交通規制時

間

時間/

（km・年）
66 74

標識工事の実施により工事車線

規制時間が増加

利用時間確

保率

道路が利用可能

な時間※７の比率
％ 99.9 99.9

顧客満足度

ＣＳ調査等で把握

する維持管理に関

するお客様の満足

度

５段階

評価
（3.7） （3.7） （ ）は参考値

【一般国道１５８号（中部縦貫自動車道）】

アウトカム

指標
定 義 単 位

Ｈ２２年度

実績値

Ｈ２３年度

実績値
コメント

路上工事に

よる車線規

制時間

路上作業に伴う年

間の交通規制時

間

時間/

（km・年）
48 144

融雪装置補修工事により工事車

線規制時間が増加

死傷事故率

走行車両１億台キ

ロあたりの死傷事

故件数

件/

億台㌔
0 0

利用時間確

保率

道路が利用可能

な時間※７の比率
％ 99.9 99.9

顧客満足度

ＣＳ調査等で把握

する維持管理に関

するお客様の満足

度

５段階

評価
（4.0） （3.6） （ ）は参考値
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２．各指標の取組みについて

（１）当社で取り組んでいる主な指標（７項目）は下記のとおりです。

（①、②及び③は平成２３年の暦年データをもとに報告いたします）

①本線渋滞損失時間 【取組み－１】「効果的な渋滞対策の推進」

②路上工事による車線規制時間 【取組み－２】「路上工事に伴う規制時間の削減」

③死傷事故率 【取組み－３】「事故防止対策の推進」

④舗装保全率 【取組み－４】「安全な走行環境の提供」

⑤橋梁修繕率 【取組み－５】「地震に強い道路を目指す」

⑥顧客満足度 【取組み－６】「お客様満足度の向上を示す」

※各指標の取り組み状況については、全国路線網を対象に報告いたします。



■ 効果的な渋滞対策の推進【取組

【指標】本線渋滞損失時間（※）

〔単位：万台・時間/年〕

本線渋滞が発生することにより

走行する際に定常より余分にかかる

※暦年データによる集計

◆平成２３年度 渋滞発生状況（

・ 要因別では、交通集中渋滞

・ 路線別では、東名での発生

路線で全体の 92％を占

＜①1208 万台・時間

解 説

工事

177

15%

事故

307

25%

その

60

5%

本線渋滞損失時間とは、

ろのろした速度で走行した所要時間

す。

『本線渋滞損失時間が 1208

■1208 万台.時間のうち

ｋｍ、通常走行で３時間

により平均約１５分間

＜補完指標＞

■通常走行と比べて１５

・東名（横浜町田～厚木間

・東名（豊田 JCT～音羽蒲郡間

・中央道（八王子～相模湖間

18

取組み－１】

）

より、お客様が道路を

にかかる時間の総和

平成２２年度

実績値

平成２３年度

計画値

平成２３年年度

実績値

（本線渋滞損失時間 1208 万台・時間）

交通集中渋滞が 664 万台・時間（55％）と最も多い。

発生が全体の約 59％と最も多く、次いで中央道

占める。

時間の要因別内訳＞ ＜②1208 万台・時間

中央

221

18%

東名阪

120

10%

名神

64

5%

その他

92

8%

交通集中

664

55%

その他

60

5%

、渋滞がなく通常の速度で走行した所要時間に対

所要時間との差分を渋滞に巻き込まれた総台数分

1208 万台・時間（平成２３年度実績値）』とは・・・・

のうち 711 万台.時間が東名高速での損失であり、これは

時間３０分程度要するものが、３時間４５分で走行

分間の損失が生じたもの

１５分以上の遅れが生じた渋滞が、

厚木間：上下線）で約 950 回/年発生

音羽蒲郡間：上下線）で約 1290 回/年発生

相模湖間：上下線）で約 430 回/年発生

1267

1264

1208

中央道・東名阪・名神であり、４

時間の路線別内訳＞

東名

711

59%

対し、渋滞した結果の

総台数分に換算した時間で

これは全長で約３５０

走行したこととなり、渋滞



＜③平成２３年の路線別走行台

◆達成度報告（平成２３年度の取

東名岡崎地区暫定３車線運用

一方、休日特別割引や無料化社会実験

時間減少しました。また、交通量

全体として、１２６７⇒１２０８万台

○東名岡崎地区暫定３車線運用

東名岡崎地区暫定３車線運用

約 17 万台・時間減少しました。

至

東
名
三
好

非常駐車帯

310.7kp 304.0kp

6.7km

上り
３

３車線

東名阪道

33

12%

北陸道

27

10%

名神

17

6%

東海北陸道

10

3%

その

19

路線別走行台キロ＞

取り組みと成果）

車線運用により、約 17 万台・時間減少しました。

無料化社会実験の廃止により交通量が大幅に減少したことにより

交通量の変化に伴い約４４万台・時間増加しました。

万台・時間と約５９万台・時間（約５％）減少しました

車線運用の実施による渋滞の減少

車線運用を平成２３年１０月２１日に開始しました。その結果交通容量

非常駐車帯 非常駐車帯

非常駐車帯

＠18箇所

＠19箇所

＠18箇所

非常駐車帯

＠8箇所

293.3kp

289.0kp

290.2kp

280.1kp

10.7km 13.2km 11.2km

３車線運用区間（約２１ｋｍ）

車線運用区間（約１５ｋｍ）

東名

101

36%

中央道

61

21%

その他

35

12%

したことにより、約８６万台・

しました。

結果交通容量が増加し、

至

三
ケ
日

268.9kp

11.2km

下り
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○中央道（上り）小仏トンネルの付加車線を活用した３車線運用

平成２４年３月１４日に開始しました。

○休日特別割引（1,000 円上限）廃止による渋滞の減少

休日特別割引（1,000 円上限）平成２３年 6 月 19 日終了により交通量が減少し、渋滞が約８４万台・

時間減少しました。

○無料化社会実験廃止による渋滞の減少

無料化社会実験が平成２３年6月19日終了により交通量が減少し、渋滞が約２万台・時間減少しまし

た。

○中央自動車道下り線元八王子ＢＳ付近の付加車線事業の運用を平成２４年３月１４日に開始しまし

た。

中央自動車道下り線元八王子ＢＳ付加車線の運用
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参考）平成２４年度の業績計画（目標値：１０３７万台・時間）

渋滞緩和に向け、東名阪道(四日市～鈴鹿)の一部区間の暫定３車運用及びＴＤＭ実施など渋滞対策

事業を引き続き推進していきます。

※平成２４年度の目標値については、平成２３年度実績１２０８万台・時間から１７１万台・時間の減少

を目標として１０３７万台・時間と設定した。

・新東名（御殿場 J～三ケ日 J）の開通に伴い、東名の渋滞が４９万台・時間の減少を見込み。

・東名岡崎地区暫定３車線運用の継続に伴い、東名の渋滞が４８万台・時間の減少を見込み。

・中央道（上り）小仏トンネルの付加車線を活用した３車線運用の継続に伴い、中央道の渋滞が５万

台・時間の減少を見込み。

・中央道元八王子ＢＳ付加車線設置に伴い、中央道の渋滞が２万台・時間の減少を見込み。

≪平成２４年度目標達成に向けた取組み≫

① ネットワーク整備による交通分散〔新東名（御殿場 JCT～三ケ日 JCT）の開通〕

平成２４年４月１４日に開通しました。

② 東名阪道(四日市～鈴鹿)の一部区間の暫定３車線運用の実施



＜参考：平成２４年度以降の取組

① ネットワーク整備による交通分散

新東名(浜松いなさ JCT～豊田東

新名神(四日市北 JCT～亀山西

② 付加車線の設置

〔東名（上）海老名ＳＡ付近

③ 交通混雑期における料金ＴＤＭ（

④ 情報提供ＴＤＭ（※１）の実施

６ヶ月先までの渋滞予測情報及

よる情報提供ＴＤＭを実施

※1 ＴＤＭとは自動車利用者の

交通通需要マネジメント（Ｔｒａｆｆｉｃ

＜参考：平成２４年度の目標値の

中央

202

20%

東名阪

114

11%

名神

61

6%

その他

85

8%

22

取組み（継続事業含む）＞

交通分散

豊田東 JCT) 【平成２８年度完成目標】

亀山西 JCT) 【平成３０年度完成目標】

付近〕 【平成２９年度完成目標】

ＴＤＭ（※１）の実施 【平成１９年度～】

実施

渋滞予測情報及び東名・中央道における携帯電話を活用した

の行動を変えることにより、渋滞をはじめとする交通問題を解決

（Ｔｒａｆｆｉｃ Ｄｅｍａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）

の内訳＞

東名

574

55%

した渋滞予測情報サイトに

解決する手法。
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■ 路上工事に伴う規制時間の削減【取組み－２】

【指標】路上工事による車線規制時間（※）

〔単位：時間/km・年〕

路上作業に伴う年間の交通規制時間

平成２２年度

実績値
71

平成２３年度

計画値

前年を下回るよう努め、

定期的にチェックしていく

平成２３年度

実績値

67

（59）

（ ）内は、集中工事等

を除いた数値

※暦年データによる集計

◆達成度報告（平成２３年度の取り組みと成果）

工事の重点化・集約化、集中工事など工事規制箇所の集約や部分解除等を積極的に実施し、工事

車線規制時間の削減に努めた結果、平成２２年度と比較し、４時間・㎞減少しました。

年 度
車線規制時間

（時間）

総路線延長

（㎞）

車線規制時間

(h/km 年)

平成２２年度 １２２，４７１ １，７２４ ７１

平成２３年度 １１６，７３１ １，７４２ ６７

増 減 －５，７４０ ＋１８ － ４

参考として、平成２３年度における集中工事等を除いた数値を以下に示す。

年 度
車線規制時間

（時間）

総路線延長

（㎞）

車線規制時間

(h/km 年)

平成２３年度 １０２，３０８ １，７４２ ５９

主な減少理由は次のとおりです。

項 目
規制時間の増減

（時間）

ｱｳﾄｶﾑの増減

(h/km 年)

ＩＣ改築事業 都留ＩＣフル化事業実施に伴う増 1,000 0.6

構造物老朽化

対策

橋梁補修工事（床版取替等）の補修対象橋梁の前

年比増
-2,400 -1.4

舗装補修工事の補修延長の前年比減 -3,000 -1.7

交通管理施設（防護柵等）老朽化に伴う規制時間

の前年比減
-700 -0.6

安全・快適性向

上
中分植栽（草刈）作業範囲変更による減 -600 -0.5

計 -5,700 -3.6



【参考】東名阪リフレッシュ工事の

（１）リフレッシュ工事による年間工事規制

(２)リフレッシュ工事による年間工事渋滞

※ 通常期に実施する工事とは

などの工事、定期的に行わなければならない

（参考）平成２４年度の業績計画

（目標値：平成２３年度を下回るよう

集中工事等の実施により工事

に、交通状況や工事渋滞状況

なお、平成２４年度においても

リフレッシュ工事を行い、路上工事時間

リフレッシュ工事無

リフレッシュ工事有 150

通常期

リフレッシュ工事無

リフレッシュ工事有

通常期

＜東名集中工事の規制状況＞

24

の削減例

年間工事規制の削減例（東名阪 亀山ＩＣ～名古屋ＩＣ）

年間工事渋滞の削減例（東名阪 亀山ＩＣ～名古屋ＩＣ）

とは、リフレッシュ工事期間以外に緊急的に行う事故復旧

わなければならない設備点検や道路面清掃作業などの

業績計画

るよう努め、定期的にチェック）

工事の一層の集約化を図り、路上工事時間・工事規制回数

工事渋滞状況を常に分析し迅速に対策を講ずることで、工事渋滞量

においても、東名・名神、中央道（高井戸～八王子間）及び

路上工事時間・工事規制回数の削減に努めます。

615 件（想定）

150 件 （417 件）48 件

通常期の工事渋滞件数
リフレッシュ工事期間の工事渋滞件数

902 件（想定）

310 件

通常期に実施する工事規制件数

100 件

リフレッシュ工事期間

（492

＜名神集中工事の規制状況＞ ＜東名阪

ＩＣ）

事故復旧や舗装修繕工事

どの工事のことです。

工事規制回数を削減するととも

工事渋滞量の減少を図ります。

び東名阪にて集中工事・

）

工事渋滞件数

工事期間の工事規制件数

492 件）

東名阪ﾘﾌﾚｯｼｭ工事の規制状況＞
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■ 事故防止対策の推進【取組み－３】

【指標】死傷事故率（※）

〔単位：件／億台キロ〕

走行車両 1 億台キロあたりの死傷事故件数

平成２２年度

実績値
8.9

平成２３年度

計画値

前年を下回るよう努め、

定期的にチェックしていく

平成２３年度

実績値（速報値）
8.4

※暦年データによる集計

◆達成度報告（平成２３年度の取り組みと成果）

中日本管内の死亡事故の増加を受けて、従前より実施している交通安全対策（舗装補修、レーンマ

ーク視認性向上、ランブルストリップス〔車線逸脱防止〕）を推進しました。

平成２３年度の死傷事故率としては、休日特別割引上限千円が廃止になったことから、休日の普通乗

用車・自動二輪車の死傷事故が減ったことにより、減少しました。

≪参考≫

＜平休別の死傷事故件数の推移＞ グラフ内数字は平休別の死傷事故件数（件）

解 説

死傷事故率とは、営業する全高速道路で発生する１億台㌔（１０台の車が各々１００Km走れば１

千台㌔）当りの死傷事故件数のことをいう

『死傷事故率が８．４件／億台㌔（平成２３実績値） 』とは・・・・

※（年間死傷事故件数 2,287 件）／（年間走行 271 億台 km）＝8.44 件/億台㌔

◆交通量 45,000 台/日（当社高速道路の平均的な日交通量）で延長１０ｋｍのあるＩＣ区間において

一年間に約 1４件の死傷事故が発生する確率に相当

＜補完指標＞

◆東名横浜町田～厚木での死傷事故の発生件数（NEXCO 調べ）は、４５件発生（延長：15.3km、断

面交通量：130,000 台/日、死傷事故率 6.17 件/億台㌔）

2011 年については速報値

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23
ＮＥＸＣＯ中日本管内死傷事故件数・死傷事故率の推移（警察庁データ）



360件,

25%

※会社調べデータによる平休別

休日特別割引 Ｈ２１．３

ＧＷ等の「平日の休日特別割引適用日

平成２３年死傷事故件数

年、２２年に比べると、減少

＜路面湿潤状態での死傷事故件数

※会社調べデータによる路面状況別

路面湿潤での死傷事故件数

１mm/日以上の日数

※１mm/日以上の

772

462

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H20

37.6%
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1,105件,

75%

乾燥

湿潤等

平休別の死傷事故件数

３．２８～ （上限千円 Ｈ２３．６．２５廃止）

休日特別割引適用日」は休日に含めない

年死傷事故件数（会社調べ）としては、休日特別割引（上限千円

減少した。

死傷事故件数＞

路面状況別の死傷事故件数

Ｈ２３

死傷事故件数 ３６０件（２５％）

日数（名古屋） ９８日（２７％）

の日数 気象庁（代表地点：名古屋）データより

742 800 841

655 727 624

H21 H22 H23

46.9% 47.6% 42.6%

上限千円）が導入された平成２１

Ｈ２２

３８０件（２５％）

１０２日（２８％）

841

624

H23

休日

平日

42.6%



595件,

41%

938件,

64%

60件

＜時間帯別の死傷事故件数＞

※会社調べデータによる時間帯別

（昼間 ７：００～１９：００

時間帯別の死傷事故件数

（平成２２年の夜間の死傷事故件数

＜車線逸脱事故の死傷事故発生件数

※会社調べデータによる

車線逸脱事故とは、事故対象物

故を抽出。車線逸脱の

（平成２２年の車線逸脱による死傷事故件数

＜総事故発生推移＞

※会社調べデータによる総事故件

27

870件,

59%

昼間

夜間

467件,

32%

件, 4%

車線逸脱
対車両ほか
不明

時間帯別の死傷事故件数

００／夜間 １９：００～翌７：００で算出）

死傷事故件数は、夜間に５９５件４１％発生している。

死傷事故件数 ５６４件３７％）

死傷事故発生件数＞

べデータによる車線逸脱による死傷事故件数

事故対象物として路肩や中央分離帯等の道路構造物

の死傷事故件数は、４６７件３２％発生している。

死傷事故件数 ４８９件３２％）

総事故件

道路構造物に衝突した死傷事
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逆走事案件数

逆走事故件数

◆逆走防止対策

逆走防止対策として平成１７年度より休憩施設、ＩＣ、ＪＣＴを対象に安全施設の点検・改善等を行い、

具体的な対応として、①入口ランプでの進入禁止標識、注意喚起標識、路面表示などの強化や安全

啓発活動、②ポスター・チラシ・ビデオ等での啓発広報、③インターチェンジ・休憩施設の流入・流出ラ

ンプ部において進行方向を示す路面表示（矢印）等を設置するなどの逆走防止対策を実施してきた。

また、平成２０年度には、社会貢献事業の一環として８箇所の休憩施設に「逆走防止対策装置」を試

行的に設置。平成２２年度からは国と連携した社会実験として、インターチェンジ、ジャンクション、休憩

施設など２４３箇所に設置し動作及び効果を検証。

矢印の大型化

進入禁止看板設置

矢印板設置

路面標示・看板等による対策

（東名富士川 SA）

NEXCO 中日本の道路管制センターで連絡・

通報を受けた件数

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23
ＮＥＸＣＯ中日本管内 逆走事案件数

NEXCO 中日本の道路管制センターで連絡・

通報を受けた件数



（参考）平成２４年度の業績計画

（目標値：平成２３年度を下回るよう

平成２４年度においても事故多発箇所

行い、関係機関と協議するとともに

していきます。

29

逆走防止装置

業績計画

るよう努め、定期的にチェック）

事故多発箇所や重大事故発生箇所における対策効果

するとともに、お客さまや関係機関と協働した交通安全啓発活動

逆走防止装置（北陸道南条 SA）

対策効果の検証や状況調査を

交通安全啓発活動を積極的に実施
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◆人の立入事案件数

発生状況や立入形態を踏まえ、警察など関係組織と連携を図りながら、必要に応じて立入防止対

策を実施していきます。

立入防止柵 立入禁止表示

NEXCO 中日本の道路管制センターで連絡・通報を受けた件数

※事故・故障による歩行者や自転車・原付の進入を含む

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23
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■ 安全な走行環境の提供【取組み－４】

◆達成度報告（平成２３年度の取り組みと成果）

路面のわだち掘れやひびわれ等を調査し、翌年度に補修目標値に達すると思われる延長約２５０km・

車線の舗装補修を実施しました。

《舗装補修（施工前）》 《舗装補修（施工後）》

【名神高速道路 下り４２４．９ＫＰ付近】

◆平成２４年度からの業績計画（目標値：平成２３年度を上回るよう努め、定期的にチェック）

平成２２年度において、当初設定した目標を達成したため、平成２３年度からは新たな指標（補修目標

値に達する前の走行快適な舗装の車線延長比）に基づき管理を行っています。

今後も引き続き快適で安心な道路サービスを提供できるよう、安全で走りやすい舗装の維持及び向上

を推進していきます。

【指標】舗装保全率

〔単位：％〕

健全な舗装路面（概ねここ５年以内に補修がない

と思われる箇所）の延長を全体延長で割ったもの

平成２２年度

実績値
９５

平成２３年度

計画値

前年を上回るよう努め、

定期的にチェックしていく

平成２３年度

実績値
９５
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■ 安全な走行環境の提供【取組み－５】

◆達成度報告（平成２３年度の取り組みと成果）

橋梁の健全度評価を実施し、補修が必要な橋梁３８橋について、補修を実施しました。

《補修事例（取飜川橋（下）床版取替）》 《補修事例（床版増厚）》

◆平成２４年度からの業績計画（目標値：平成２３年度を上回るよう努め、定期的にチェック）

平成２２年度において、当初設定した目標を達成したため、平成２３年度からは新たな指標（今後５年

間は補修の必要がない橋梁の割合）に基づき管理を行っています。

今後も引き続き快適で安心な道路サービスを提供できるよう、健全な橋梁の維持を推進していきます。

【指標】橋梁修繕率

〔単位：％〕

健全な橋梁（今後５年間は補修の必要がない

橋梁数）の橋梁数を全体橋梁数で割ったもの

平成２２年度

実績値
８７

平成２３年度

計画値

前年を上回るよう努め、

定期的にチェックしていく

平成２３年度

実績値
８８



33

■ 維持管理に関するお客様満足度の向上を目指す【取組み－６】

【指標】顧客満足度

〔単位：ポイント〕

CS 調査等で把握する維持管理に関するお

客様の満足度（５段階評価）

平成２２年度

実績値
3.6

平成２３年度

計画値

前年を上回るよう努め、

定期的にチェックしていく

平成２３年度

実績値
3.6

◆達成度報告（平成２３年度の取り組みと成果）

顧客満足度は３．６ポイントと平成２２年度比で横ばいでした。

無料化社会実験の影響による交通量増加に伴い、本線渋滞や休憩施設及び駐車場も混雑したが、走

行信頼性、情報関連、安全性・快適性、休憩施設のすべての項目において横ばいであり、目標を達成

した。

≪平成２３年度ＣＳ調査(Web 調査)結果より≫

総合ＣＳ値と戦略ＣＳ値の経年比較

（参考）平成２４年度の業績計画

（目標値：平成２３年度を上回るよう努め、定期的にチェック）

日々の安全・安心対策に加え、お客さまの声を反映したサービスの提供として、交通混雑期における

情報提供の充実や休憩施設における特設お手洗いの設置・お手洗い清掃の強化、駐車場誘導員

の配置等の取り組みを行うことで、顧客満足度の向上に努める。
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総合ＣＳ 安全快適性 走行信頼性 情報関連 休憩施設 料金所

満
足
度
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３．平成２３年度以降のアウトカム指標一覧と平成２４年度目標値

平成２３年度以降のアウトカム指標については、前５ヶ年における目標の達成状況や、より分かりやすい

指標とする事を目的とし、以下のとおりとする。さらに、平成２４年度の目標値においては、前年度の目標

及び実績よりも、より高いアウトカム目標となるよう設定する。

（１）指標一覧と定義

指 標 定 義 備 考

本線渋滞損失時間 本線渋滞※1 が発生することによる利用者の損失

時間※2
継続

路上工事による

車線規制時間

道路 1ｋｍあたりの路上作業に伴う年間の交通規

制時間※3
継続

死傷事故率 走行車両 1 億台キロあたりの死傷事故件数※4 継続

橋梁修繕率 修繕を必要としない橋梁※5の比率 継続

舗装保全率 安全に支障がない舗装路面※6の車線延長比率 継続

利用時間確保率 道路が利用可能な時間※7の比率 継続

顧客満足度
ＣＳ調査等で把握する維持管理に関するお客様

の満足度（５段階評価）
継続

※1 高速道路では、時速 40ｋｍ以下で低速走行あるいは停止・発進を繰り返す車列が 1ｋｍ以上かつ

15分以上継続した状態をいいます。

※2 損失時間は、渋滞経過のために生じた遅れ時間を、法定速度と渋滞時の平均速度（時速 25ｋｍ）

の差で算定した時間と影響台数で積算した年間総損失時間をいいます。

本線渋滞損失時間は、1 月～12 月までの暦年の損失時間を示しています。

※3 交通規制時間は、4月～3月までの年度の交通規制時間を示しています。

なお、災害、事故復旧工事に関わる規制、路肩規制、移動規制は除く。

※4 死傷事故率は、1 月～12 月までの暦年の事故率を示しています。

会社が管理する道路のうち一部の道路は除かれています。また２つの会社にわたる道路については

走行台キロ比で事故件数案文しています。

※5 修繕を必要としない橋梁とは、点検結果に基づき、早期に修繕を必要としない橋梁をいいます。

※6 安全に支障がない舗装路面とは、早期に舗装補修を必要としない状態をいう。

※7 降雨、降雪に困る通行止め（災害、地震等を除く）と、事故や工事による通行止めを除く、通行可能

な時間をいいます。利用時間確保率は、1 月～12 月までの暦年の確保率を示しています。

※8 舗装保全率については、従前は５年間で補修が必要と判断された補修数量に対する毎年の進捗状

況を表していましたが、平成23年度からは、確認における舗装路面の状態を表現できる指標に見直

しました。
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（２）平成２３年度の実績と平成２４年度の目標値【全国路線網】

指標 平成２３年度 実績 平成２４年度 目標≪参考≫

本線渋滞損失時間 1,208 万台・時間/年 1,037 万台・時間/年

路上工事による車線規制時間 67 時間/ｋｍ・年 前年を下回る

死傷事故率 8.4 件/億台キロ 8.0 件/億台キロ

橋梁修繕率 88％ 前年を上回る

舗装保全率 95％ 前年を上回る

顧客満足度 3.6 前年を上回る
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第４章 計画管理費の計画と実績の対比

１．維持修繕業務

（１）計画と実績の対比

平成２１年３月からの新料金割引導入や平成２２年６月からの無料化社会実験に伴う交通量増加に

より、清掃や道路構造物補修等の事業費増となりました。 道路構造物については、点検結果から道路

機能の維持や現状回復に必要となる補修・取替え方法を適宜選定し、適切な補修や取替えを実施しまし

た。

(消費税抜・億円)

業務名
平成２２年度

実績額(参考)

平成２３年度 決算額

計画額 実績額 備考

清掃作業 ４６ ４８

植栽作業 ５０ ５３

光熱水費 ３４ ３５

雪氷対策作業 ５９ ６０

保全点検
土木構造物の点検等 ２０ ２２

施設設備等の点検 ３４ ３６

土木構造物修繕 橋梁 ４０ ４９

トンネル ５ ５

舗装 ９０ ８６

その他の修繕 １８ ２５

施設設備修繕 電気施設等※① ３６ ４１

車両維持費 １０ １１

その他 ６２ ７５

計 ５０４ ４７８ ５４６

※①通信施設、トンネル施設、建築施設を含む

※②原因者工事費は含まない

＜主な増減理由＞

緊急交通安全対策による補修費の増等

会社は、協定第１２条に基づき、協定の対象となる道路を常時良好な状態に

保つよう適性かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって

一般交通に支障を及ぼさないよう努めるべく「維持、修繕その他の管理の仕様

書」基づき実施しました。
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（２）当該年度の主な資産保全の状況

①舗装修繕

◆平成２３年度の実績

舗装補修延長 舗装保全率※１

約２５０㎞・車線 ９５％

※１：舗装保全率とは、翌年度に補修目標値に達すると思われる延長を健全な舗装路面の全体延長

で割ったもの

②橋梁等の修繕

◆平成２３年度の実績

橋梁補修必要数 橋梁修繕率※２

約４４８橋 ８８％

※２：橋梁修繕率とは、修繕を必要としない健全な橋梁数（今後５年間で補修の必要がないと思われる

橋梁）を全橋梁数で割ったもの

中央道床版取替状況

③諸施設設備の障害対応

◆平成２３年度の実績

路線名 故障発生件数 故障対応率※3

全国路線網 計 約８，９００件 １００％

箱根新道 約１０件 １００％

八王子バイパス 約３０件 １００％

西富士道路 約１０件 １００％

中部縦貫自動車道 約１０件 １００％

※ ３：故障対応率とは、運用状態にある施設設備が雷害による停電や部品劣化等による機能低下な

どの設備故障の際に応急復旧及び現況復旧をおこなったもの
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２．管理業務

（１）計画と実績の対比

料金収受業務については、料金所毎の平均的な交通量により算定された開放車線数をもとに、ＥＴ

Ｃレーン及び一般レーンの混雑状況やトラブル対応状況を考慮した人員を配置し、常に交通の実態を

把握した適正な数の入口及び出口車線を開放するとともに、トラブル時におけるお客さま誘導等の安

全確保など迅速かつ適切な対応を図りました。

交通管理業務については、お客さまが高速道路等を安全かつ円滑に走行できるように、「維持、修

繕その他の管理の仕様書」に基づき、２４時間３６５日体制で巡回などを実施することにより交通事故

や路上障害物などの異常事象を未然に防ぎ、また一旦それらの事象が発生した場合には、警察・消防

と協力し早期回復を図るとともに、後続のお客さまの２次事故防止に努めました。

(消費税抜・億円)

業務名
平成２２年度

実績額(参考)

平成２３年度 決算額

計画額 実績額 備考

料金収受業務 １６０ １７３

交通管理業務 ４６ ４６

クレジット手数料 ４８ ５４

その他 ６９ ５３

計 ３２３ ３２９ ３２５

＜主な増減理由＞

クレジットカード手数料の減等

（２）当該年度の管理業務の状況

①交通管理業務における異常事象対応実績

交通事故処理件数 路上障害物処理件数

全国路線網 計 13,578 件 61,394 件

箱根新道

※Ｈ23.7.26 無料開放
16件 47件

八王子バイパス 16件 144 件

西富士道路 26件 239 件

※交通事故処理件数：交通管理隊が実際に対応した交通事故の件数

※路上障害物処理件数：交通管理隊が実際に路外へ排除した落下物（毛布、シート、自動車部品類

等）や動物類の死骸等の件数

②法令違反車両取締業務の実績

※警告書・措置命令書： 車両制限令に規定する車両諸元（重量、幅、長さ、高さ）違反等の車両に対し、

引込台数 発行枚数（Ｈ２３）

Ｈ２２ Ｈ２３ 警告書 措置命令書

全国路線網 1,3647 台 13,179 台 708 枚 2,206 枚
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その違反の程度に応じて発行するもの

取締り回数の推移

取締り強化の一環として、平成２３年１１月１７日に首都高速道路（株）及び神奈川県警と連携し、東京Ｔ

Ｂ（上）にて合同取締りを実施。（警告書発行：9 枚、措置命令書発行：1 枚）

また、法令違反を繰り返す悪質な事業者に対し、「車限令講習会」や「大口・多頻度割引制度の割引停

止措置」の実施により抑止力の強化を図っている。

平成２４年度は、車限令取締における引き込み台数では、約１４，３３０台実施することを目標とすることに

加え、引き続き抑止力の強化に努める

講習会参加者及び割引停止の推移
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第５章 現在の課題とその取組みについて

１．「百年道路」計画の推進

お客様に安全で安心してご利用頂ける「百年道路」を目指し、道路構造物の老朽化、車両の大型化、

交通量の増加などの環境変化に対応し、良好な道路資産の維持に向け、効率的で効果的な道路機能

保全対策を推進しています。

（１）高齢化した高速道路ストックの現状

当社グループの管理する高速道路（1,7５５㎞ 平成２４年４月現在）のうち、供用後 40 年を経過す

る東名・名神をはじめ、供用後 30 年を経過する道路が全体の約７割を占めます。4 年後の平成２８年

度には、経過30年以上の道路はさらに約80km増加することになり、高齢化する高速道路ネットワーク

の長期的な保全事業（適切な点検と集中的な補修・補強）の計画立案が急務となっています。

■高齢化した道路構造物（橋梁、舗装、施設設備）の損傷事例

（２）「百年道路」計画の実行

高齢化する高速道路ネットワークに対し、国民生活に必要不可欠な高速道路を健全な状態で百 年

以上維持し、後世に優良な道路資産を継承するため、対症療法的な「事後保全」から「計画保全」へ

の転換を推進し、平成２３年度から「百年道路」計画を実行しています。また、「百年道路」計画の策定

に向けて、既存構造物の点検・評価技術及び補修・補強技術の開発を行い、「百年道路」計画に活用

することや、新規ネットワークの完成に合わせた交通規制計画、並びに工事実施計画を策定し、工事実

施の関係機関調整を実施します。

40年以上

30～39年

20～29年

19年以下

※2011年4月現在の経過年数

東名

名神

北陸道

中央道

東名阪道

西湘ＢＰ

小田原厚木道路

中央道

富士吉田線

紀勢大内山

＜施設設備の損傷事例＞

情報板の表示部劣化
＜舗装の損傷事例＞

道路基層面のひび割れ

＜橋梁の損傷事例＞

床版下面の亀甲状ひび割れ

2012 年 4 月現在の経過年数 営業中路線延長の推移
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２．.点検結果の分析による設備の長寿命化の取組み

建物・機械・電気・通信設備の点検結果や故障原因を分析し、故障の少ない設備となるよう仕様改

善を図ることにより、より信頼性が高く、長寿命の機器となるよう努めてまいります。

④

③

②

A：改 善

設計、設備の

仕様を定める

点検結果の

分析

－施設設備のＰＤＣＡ－

Ｃ：事業評価

Ｄ：事業実施

Ｐ：計画策定

仕様に沿って

設備を設置

設備の弱点

を改善

弱点の改善（過去の例）

①腐食し易いガラス面の鋼製枠あり

型から、ガラス面の枠なし構造に変

更

（約１３年更新⇒約１８年更新）

②腐食し易い鋼製の折り曲げ溶接

加工した灯具から、腐食し難いステ

ンレス製プレス型灯具へ変更

③前面枠を金属なし型とすることで、

灯具本体の更なる長寿命化を図ると

ともに、光を出す面積も広がり、コスト

削減につながった

①

ガラス面枠

鋼製枠あり型照明灯具

鋼製枠なし型照明灯具

ステンレス製プレス型灯具

ステンレス製

前面枠金属なし型灯具

④高効率であり、演色性に優れたセ

ラミックメタルハライドランプを採用す

ること で、ランプの長寿命化によるコ

スト削減を実施。

セラミックメタルハライドランプ

ＬＥＤ照明（試行）

⑤

⑤長寿命で環境負荷の小さいＬＥＤ

照明を試行的に導入し維持管理費

の削減を図る
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３．.ＥＴＣ普及推進への取組み

平成２３年度末のＥＴＣ利用率は８９．５％（全国路線網）であり、平成２４年度は、ＥＴＣの利便性向上と

ともに、再セットアップの周知強化を図ります。

（１）ＥＴＣバックアップレーンの整備促進

ＥＴＣレーンでのトラブル発生時や点検等でＥＴＣレーンを閉鎖した場合でも、常時ＥＴＣ利用を可能と

するために、バックアップレーンの整備を促進します。

平成２３年度までに２０３レーンを整備、進捗率は７１％です。

平成２５年度までに残り８３レーン整備し１００％完了します。

（２）お客様への広報について

ＥＴＣを正しく使っていただくため、またＥＴＣ利用照会サービスをスムーズにご利用いただくために、

ＥＴＣ車載器の再セットアップの周知に関する広報をＮＥＸＣＯ３会社共同で行いました。

平成２４年度も引続き、他会社等と共同で再セットアップの周知広報を継続し、再セットアップの周

知の強化を図ります。

４．.ＥＴＣ安全対策に対する取組み

ＥＴＣレーンにおける安全の重要性を十分に認識し、

料金収受員の安全対策及び安全教育に努めていき

ます。お客様の安全対策として、カード未挿入お知ら

せアンテナ等の設置を進め、カード未挿入車の削減を

図ります。また、ＥＴＣレーンでのより安全・安心の向上

を目指して、開閉バーの開くタイミングを遅くする速度

抑制対策を全料金所で継続して実施していきます。

５．.不正通行に対する取組み

有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくこと

でなりたっています。このため当社では、『不正通行は許さない』という姿勢でその対策に取り組んでいる

ところであります。

道路関係公団の民営化に合わせ、道路整備特別措置法が改正され当社が定めた通行方法に反

する不正通行に刑事罰（３０万円以下の罰金）が科せられることとなったことに伴い、警察のご協力のも

と、フリーウェイクラブの主催者が逮捕・書類送検され、特措法違反により罰金３００万円の判決が言い

渡されました。また、不正通行者に対しては、これまでも割増金の徴収などを鋭意行ってまいりましたが、

支払請求に応じない悪質な者については、支払請求訴訟を提起しました。

（１）不正通行者に対するこれまでの取り組み

①不正通行車両について、高性能カメラなどを用いて特定を行い、支払交渉を実施。

②支払いに応じない悪質な者については、支払請求訴訟などの法的手続きの適用。

③警察への協力要請。

④周知ポスターなどを作成しＳＡ・ＰＡでの掲示やホームページへの掲載による広報の実施。

※平成２３年度 既存路線の入口に設置した２２箇所

のお知らせアンテナによるデータ

0.273%

0.130%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

2011.4 2012.4

カード未挿入による停止率

５２％減少
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（２）不正通行者に対する今後の取り組み

① データ伝送化の推進

② 支払に応じない者に対しては、支払請求訴訟などの法的手続きの適用

③ 警察への通報・捜査への協力等の連携の強化

当社では、不正通行は、断固として許さないという強い姿勢であらゆる対策に取り組み、皆様の信頼を損

なうことのないように今後とも努めてまいります。

６．トンネル等級検討委員会の設置

設計要領第三集（４）トンネル非常用施設には、「供用中のトンネルにあっては、供用開始後５年毎に

トンネル等級を見直すこと」と規定されている。

社会情勢変化に対して適切なトンネル防災にかかる対応を実施するため、従来の基準をより明確に

したトンネル等級区分の見直しルールを作成することとし、併せて今後は「トンネル等級検討委員会」を

開催することにより、定期的な見直し体制を確立している。

委員会は各支社より事前検討結果の報告を受け、下記の事項について審議及び検討を行う。

（１） トンネル等級の見直しにかかる対策工事の実施に関すること。

（２） 新たな料金割引等による一定期間の交通量増加対応策に関すること。

また、当面ランクアップまでに必要な対応は次のとおり実施している。

１）道路巡回等の強化

２）消火器の追加設置

３）坑口部付近への規制機材の設置

４）警察等との連携

５）ＣＣＴＶカメラの設置

当委員会では、無料化社会実験区間のトンネルについては、交通量の増加原因は無料化社会実験

の影響であり、ソフト対応を実施しつつ、国の方針が決定されるまで交通量の動向を注視してきたところ

であるが、社会実験の終了に伴い、実験後の交通量を再確認したところ、いずれも等級見直し交通量に

達しない事が確認した。

また、ネットワークの延伸や最新の年間日平均交通量の動向を注視し、トンネル等級区分の見直しが

必要な場合には、事業の実施について審議を行っている。
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＜参考＞道路資産データ等

（１）道路構造物延長

路線名

供用延長

備考

(km)

土工延長

(km)

橋梁延長

(km)

TN 延長

(km)

全国路線網 計 1,735 1,323
242

（1762 橋）

170

（178TN）

平成２３年度

末データ

一般国道１６号

(八王子バイパス)
4.5 4.1

0.4

（3 橋）

0

（0TN）

平成２３年度

末データ

一般国道１５８号

(中部縦貫自動車道)
5.6 0.7

0.1

（2 橋）

4.8

（2TN）

平成２３年度

末データ

※１橋梁延長：本線橋梁及び本線高架橋構造物の下り線延長

（ ）内は本線橋梁及び本線高架橋構造物（橋梁・高架橋名単位）の総数

※２ＴＮ延長：本線トンネルの下り線延長。

（ ）内は本線トンネルの総数

（２）その他のデータ

路線名

その他

備考交通量

（千台/日）

経年数

（年）

重雪寒地域

（ｋｍ）

全国路線網 計
1,777 31 635

平成２３年度

末データ

一般国道１６号

(八王子バイパス) 38 26 0

平成２３年度

末データ

一般国道１５８号

(中部縦貫自動車道) 3 14 5.6

平成２３年度

末データ

※交通量：１回の利用につき１台とカウントした平成２３年度のインターチェンジ出口の取扱交通量の

日平均値（千台／日）

※経年数：路線毎供用単位毎の供用開始から平成２４年３月３１日までの累計経過年数を供用延

長にて加重平均して算出した年数

※重雪寒地域：１０年間平均最大積雪深が１ｍ以上の地域
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（３）路別のＥＴＣ利用率

路線名

ＥＴＣ利用率（％）

軽自動車

等 普通車 中型車 大型車 特大車 合 計

全国路線網 計 72 91 92 98 98 89.5

一般国道１６号

(八王子バイパス)
- 81 - 97 97 83.0

一般国道１３９号

(西富士道路)
- 76 - 96 95 77.7

※平成２４年３月の利用率

（４）平成２３年度の気象状況

①降雨記録

4 月
月前半を中心に、高気圧に覆われる日が多く、太平洋側では日照時間がかなり多くなりました。

低気圧や前線の影響が弱く、降水量は少なくなりました。

5 月

上旬は、前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、中旬は移動性高気圧に覆われ晴れの日

が多く、下旬には太平洋高気圧の強まりにより、日本の南に前線が停滞して湿った空気の影響

を受けることが多くなりました。東海地方、関東甲信地方でも平年よりかなり早く２７日ごろに梅雨

入りしました。また、月末の27日から 30日にかけて、日本の南に停滞する梅雨前線と台風第2

号の影響により各地で大雨となり、福井県では記録的な大雨となりました。

6 月

梅雨前線や暖かく湿った気流の影響により、西日本や日本海側を中心に大雨の日があったた

め、月降水量が多くなりました。下旬には太平洋高気圧は本州の南で強まり、梅雨前線は日本

海から北陸、東北地方まで北上して停滞し、東北地方から北陸地方の所々で大雨となりました。

7 月

月のはじめは梅雨前線の影響により東日本では曇りや雨の日が多くなりましたが、上旬後半から

月半ばにかけては太平洋高気圧が日本付近で強まったことから、東日本を中心に所々で猛暑

日となりました。東海地方では8日ごろ、関東甲信、北陸地方では9日ごろに梅雨明けしました。

18日には台風第6号が四国の南を北上し、20日には徳島県南部に上陸した後、潮岬付近を

通過、その後本州の南海上を南東進しました。東・西日本太平洋側を中心に大雨となり、四国

や紀伊半島などの所々では総降水量が 1,000 ミリ前後となる記録的な大雨となりました。

8 月

太平洋高気圧の勢力の変動が大きく、各地域とも暑い時期と涼しい時期がありました。東日本で

は、上旬中頃から中旬中頃にかけては太平洋高気圧におおわれたため晴れて気温が高く、多く

の地点で猛暑日となりましたが、中旬終わりから下旬にかけては寒気や本州付近に停滞した前

線の影響で高温の日はほとんどありませんでした。東日本では、下旬は前線や湿った気流の影

響で大気の状態が不安定になることが多く、各地で大雨が降りました。

9 月

月のはじめは、四国から中国地方をゆっくり北上した台風第 12 号や前線の影響により、北日本

から西日本にかけて曇りや雨の日が続き、紀伊半島を中心に記録的な大雨となり、甚大な災害

が発生しました。

月の中頃から下旬はじめにかけては、台風第 15 号が東海地方に上陸して関東甲信地方、東

北地方を通過したため、西日本から北日本の広い範囲で記録的な大雨や暴風となりました。
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10 月

北日本から西日本では低気圧と高気圧が交互に通過したため、天気は数日の周期で変わりまし

た。上旬は強い寒気の影響を受け、北日本を中心に顕著な低温となった時期がありましたが、

中旬には東・西日本中心に各地で夏日となるなど顕著に気温が高くなった時期がありました。下

旬も南からの暖かい気流の影響で気温が高くなった時期があり、北日本から西日本にかけて気

温の変動が大きい月となりました。

平成２３年の台風発生は２１個で平年（２５．６個）を大きく下回り、台風統計開始以降 4 番目に少ない

年となりましたが、上陸数は３個（第６号、第１２号、第１５号）、東海地方への接近数は４個（第２号、第６

号、第１２号、第１５号）で平年並となりました。台風の接近や上陸により、東海地方は大荒れの天気となり、

三重県や静岡県を中心に記録的な大雨となりました。（名古屋地方気象台発表）

②降雪記録

11月 月を通じて暖かい空気に覆われやすかったため、月平均気温は高くなりました。

12 月

月の後半を中心に断続的に強い寒気が流れ込んだため北日本から西日本にかけて月平均気

温が低く、冬型の気圧配置が強まった下旬には日本海側で大雪となりました。日本海側では、

下旬に加えて上旬も寒気や気圧の谷の影響で曇りや雨あるいは雪の日が多くなりました。一方、

北日本から西日本にかけての太平洋側では、月のはじめは低気圧や前線の影響で曇りや雨の

日が多くなりましたが、中頃以降は冬型の気圧配置が卓越して晴れの日が多くなりました。

1 月

冬型の気圧配置が強く、日本付近に強い寒気が流れ込んだ影響で、北日本から西日本にかけ

ての日本海側では曇りや雪または雨の日が多く、15地点で1月の月最深積雪の大きい方からの

一位を更新し、山地では 3 メートルを超える積雪となったところがありました。また、北日本から西

日本にかけての日本海側では下旬中頃から月末にかけて、非常に強い寒気が流れ込んだ影響

で、所々で降雪量が多くなりました。北日本から西日本にかけての太平洋側では、晴れの日が多

かったのですが、冬型の気圧配置が一時的に緩んだ中旬中頃から下旬初めにかけては、日本

の南海上を通過した低気圧の影響で雨や雪が降り、大雪となった所がありました。

2 月

月の前半を中心に、西高東低の冬型の気圧配置となる日が多くなりました。一時的に冬型の気

圧配置が緩んだ時期もありましたが、断続的に強い寒気が流れ込んだ影響で気温が低く、日本

海側の降雪量が多くなりました。また、北日本から西日本にかけての23地点で2月の月最深積

雪の大きい方からの一位を更新し、山地では 3 メートルを超える積雪となった所がありました。

2 月 1 日から 3 日は、強い寒気が流入したため尾張を中心に積雪となり、2 日に名古屋で最深

積雪 15㎝の大雪となりました。名古屋で最深積雪が 10 ㎝以上となったのは、平成 23年 1 月

16日の 11 ㎝以来 1 年ぶりでした。

3 月

上旬は本州の南岸沿いを通過した低気圧や前線の影響により、太平洋側を中心に全国的に曇

りや雨または雪の日が多く、特に東日本太平洋側では記録的な寡照となりました。中旬以降は、

北日本から西日本にかけて天気は周期的に変化しましたが、低気圧の通過後に冬型の気圧配

置となるなど寒気の影響を受けた日が多かったため、気温の低い日が多くなり、日本海側を中心

に曇りや雨または雪の日が多く、太平洋側を中心に晴れの日が多くなりました。
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